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役 員 等 の 旅 費 及 び 報 酬 規 程 
 

 
第１章 総  則 

（目 的） 
第１条 この規程は、社会福祉法人清和会（以下「当法人」という）定款第 8 条および第

21 条の規程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

 
（定 義） 
第２条 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 
（１）役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。 
（２）常勤役員とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。 
（３）非常勤役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。 
（４）報酬等とは、報酬、退任慰労金その他、法人と委任関係にある役員等の職務執行の 

対価として支払われるものである。 
 （５）費用とは、職務の執行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料 
    等の経費をいう。費用と報酬等とは、明確に区別されるものとする。 
 

第２章 報 酬 等 

（報酬等の支給） 
第３条 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。 
（１） 継続かつ定期的に就業する常勤役員については、月額で報酬を支給する。 
（２） 非常勤役員については、業務に応じた報酬及び退任慰労金を支給する。 
２ 役員等に対する退任慰労金は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡に 

より退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支 
払うものとする。 

 
（常勤役員の報酬等の算定方法） 
第４条 常勤役員に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるも

のとする。 
（１） 報酬については、別表 1 に定める俸給表を基に、個人の役割、職務内容を総合的

に勘案・評価の上、評議員会にて決定する。 
（２） 翌年度の報酬額は、定時評議員会において、法人の業績と当該役員等の役割、職

務内容、出勤状況などを総合的に勘案・評価のうえ見直すことがある。 
（３） 通勤手当については、職員給与規程第 18 条の規定に準ずる額の１/２とする。 

 
（非常勤役員の報酬等の算定方法） 
第５条 非常勤役員に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定め 



  るものとする。 
（１） 報酬については、別表 2-(1)に定める額 
（２） 理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会

出席に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。また、同日にあわせて

法人の業務を行った場合であっても、業務のための出勤報酬は支払わないものと

する。 
 
（監事の報酬等の算定方法） 
第６条 監事に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定め 
  るものとする。 

（１） 報酬については、別表 2-(2)に定める額 
（２） 理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会

出席に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。また、同日にあわせて

法人の業務を行った場合であっても、業務のための出勤報酬は支払わないものと

する。 
 
（評議員の報酬等の算定方法） 
第７条 評議員に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるもの

とする。 
（１） 報酬については、定款第 8 条で定める金額を超えない範囲で、別表 3 に定める

額。 
 
（役員等以外の委員の報酬等の算定方法） 
第８条 役員等以外の委員に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定

めるものとする。 
（１） 苦情対応第三者委員の報酬については、別表 4-(1)に定める額。 
（２） 評議員選任・解任委員の報酬については、別表 4-(2)に定める額。 

 
（報酬等の支払い方法） 
第９条 報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。 
２ 常勤役員に対する報酬については、職員給与規程第 3 条及び第 7 条に準じて支給す 

る。 
３ 非常勤役員に対する報酬は、当該会議又は法人及び施設業務のため出勤した都度、支 

給する。 
４ 監事に対する報酬は、当該会議又は法人及び施設業務のため出勤した都度、支給する。 
５  評議員に対する報酬は、当該会議又はその職務の執行のため出勤した都度、支給する。 
６  役員等以外の委員に対する報酬は、当該会議のため出勤した都度、支給する。 
７  報酬の支払額は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。 

 
（交通費） 
第 10 条 理事会・評議委員会・苦情対応第三者委員会・評議員選任・解任委員会への出席



又は、役員が法人業務に携わった時の交通費は、次の通り支払う。 
(1) 第 4 条に該当しない役員等、並びに役員等以外の委員については、別表 5 により実費

弁償費を支払うことができる。なお、交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合

には、その実費とする。 
 

第３章 出張旅費 

（出張旅費） 
第 11 条 役員等が、法人業務のために出張する出張旅費は、原則として交通費、宿泊費、

宿泊日当及びその他の費用に区分する。 
２ 交通費は鉄道費、船賃、車賃、航空賃(急行料金、特急料金、指定席料金などを含む)
に要した実費を支給する。 

３ 宿泊費は、出張中の宿泊数に応じて、１日あたり 15,000 円を支給する。 
４ 宿泊日当は、宿泊を伴う出張に対して、１日あたり 10,000 円を支給する。 
５ その他出張中において用務に支出した通信費、物品輸送費及び雑費等は、その使途を

明記した領収書等をもって実費を支給する。 
 
（出張旅費の仮受け） 
第 12 条 出張旅費は出発前に予定計算額の範囲内で仮払い申請書をもって仮受けすること

ができる。 
 
（出張旅費の精算） 
第 13 条 出張者は出張終了後速やかに領収書等を添付して、出張旅費を精算するものとす

る。 
２ 出張旅費を仮受けした場合は、出張終了後速やかに領収書等を添付して、出張旅費を

精算するものとする。 
 

第４章 退任慰労金 

（金額の算定） 
第 14 条 退任役員等に対する退任慰労金の金額は、別表 6 により在任期間の年数を乗じて

算出した金額とする。 
２ 在任期間の計算は、役員等就任日を起算として、１年に満たない端数月は６か月以上

のときは切り上げ、６か月未満のときは切り捨てるものとする。 
 
（支給の方法） 
第 15 条 退任慰労金については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した時点において、

後１か月以内に現金にて支給する。 
 
（控 除） 
第 16 条 退任慰労金の支給にあたり、法令の定めるところによる控除すべき金額及び退任



役員等が法人に対して負担する債務があるときは、その額を控除する。 

第５章 慶  弔 

（傷病見舞金） 
第 17 条 役員等が傷病により入院が継続して１週間以上に及んだときは、別表 7 に定める

傷病見舞金を支給する。 
 
（弔慰金） 
第 18 条 役員等が死亡したときは、別表 8 の定めにより相続人に弔慰金を支給するほか、

葬儀に際して生花及び弔電を供えることができる。 
（親族への香華料） 
第 19 条 役員等の親族等が死亡したときは、別表 9 に定める香華料を支給するほか、葬儀

に際して生花及び弔電を供えることができる。 
 

第６章 附  則 

（適用除外） 
第 20 条 施設の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。 
 
（公 表） 
第 21 条 当法人は、本規程をもって、社会福祉法第 59 条の 2 第 1 項 2 号に定める報酬等

の支給の基準として公表する。 
 
（改 廃） 
第 22 条 本規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。 
 
（補 則） 
第 23 条 本規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定める

ものとする。 
 
附則 
この規則は、平成  5 年 9 月 1 日から施行する。 
この規則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 
この規則は、平成 18 年 6 月 1 日から施行する。 
この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 
この規則は、平成 23 年 6 月 1 日から施行する。 
この規則は、平成 25 年 12 月 1 日から施行する。 
この規則は、平成 27 年 6 月 1 日から施行する。 
この規則は、平成 29 年 6 月 10 日から施行する。 
この規則は、令和 3 年 6 月 12 日から施行する。 
 



 
別表１（常勤役員俸給表） 

号 俸 支給基準額 摘  要 

１号俸 月額 １５０,０００円 

継続かつ定期的な勤務 
月平均 10 日以上出勤 

２号俸 月額 １６０,０００円 

３号俸 月額 １７０,０００円 

４号俸 月額 １８０,０００円 

５号俸 月額 １９０,０００円 

６号俸 月額 ２００,０００円 

７号俸 月額 ２１０,０００円 

８号俸 月額 ２２０,０００円 

９号俸 月額 ２３０,０００円 

１０号俸 月額 ２４０,０００円 

１１号俸 月額 ２５０,０００円 

１２号俸 月額 ２６０,０００円 

１３号俸 月額 ２７０,０００円 

１４号俸 月額 ２８０,０００円 

１５号俸 月額 ２９０,０００円 

１６号俸 月額 ３００,０００円 

 
別表２（非常勤役員の報酬） 
（１）理 事 

名 称 報酬(日額) 

理事会への出席 １５,０００円 

評議員会への出席 １５,０００円 
上記以外、 
法人及び施設業務のための出勤 １０,０００円 

（２）監 事 

名 称 報酬(日額) 

理事会への出席 １５,０００円 

評議員会への出席 １５,０００円 

監事監査 ３０,０００円 

上記の他、法人及び施設業務のための出勤 １０,０００円 

 
 



 
別表３（評議員の報酬） 

名 称 報酬(日額) 

評議員会への出席 １５,０００円 
上記以外、 
法人及び施設業務のための出勤 １０,０００円 

 
別表４（その他、委員の報酬） 
（１）苦情解決第三者委員 

名 称 日 額 

苦情解決第三者委員会への出席 ５,０００円 

（２）評議員選任・解任委員 

名 称 日 額 

評議員選任・解任委員会への出席 １５,０００円 

 
別表５（交通費）※ 第４条に該当しない役員・評議員等 

名 称 実費弁償費（日額） 

・理事会・評議員会出席 
・法人業務 
・監事監査指導 
・評議員選任・解任委員会出席 
・苦情対応第三者委員出席 

１,５００円（菊池圏域） 
３,０００円（熊本市内） 
５,０００円（上記以外） 

 
別表６（退任慰労金） 

名 称 退任慰労金 

理事・監事（非常勤役員） 在任期間１年につき 
１０,０００円 

評議員 在任期間１年につき 
１０,０００円 

 
別表７（見舞金） 

名 称 支給基準額 

傷病見舞金 

ア．私傷病見舞金 
１０,０００円 

イ．業務上の傷病による見舞金 
２０,０００円 

 
 
 
 



 
別表８（弔慰金） 

対象者 支給基準額 備  考 

理事長 ３０,０００円 
弔電・生花 

その他の役員等 ２０,０００円 

 
別表９（香花料） 

対象者 支給基準額 備  考 

配偶者 １０,０００円 

弔電・生花 
父母 １０,０００円 

配偶者の父母 １０,０００円 

子 １０,０００円 

祖父母 １０,０００円 
弔電 

兄弟 １０,０００円 

 


